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第１ 回　海陽町地域公共交通活性化協議会議事録
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議 事 要 旨 

 

１  開会                                               

・ 事務局（ 海陽町 住民環境課 中内課長 ） の司会によ り 開会（ 10 時 30 分）  

・ 配布資料の確認（ 配布資料は以下の 14 点）                               

 ・ 協議会次第 

 ・ 配席図 

 ・ 海陽町地域公共交通活性化協議会委員名簿 

   ・【 資料 1】 海陽町地域公共交通活性化協議会 規約（ 案）  

   ・【 資料 2】 海陽町地域公共交通活性化協議会 財務規程（ 案）  

   ・【 資料 3】 海陽町地域公共交通活性化協議会 事務局規程（ 案）  

   ・【 資料 4】 海陽町地域公共交通活性化協議会 幹事会設置について（ 案）  

   ・【 資料 5】 令和 6 年度事業計画（ 案） 及び予算（ 案） について 

   ・【 資料 6】 令和 6 年度海陽町地域公共交通活性化協議会ス ケジュ ール（ 案） について 

 ・【 資料Ａ 】 海陽町の現状 

   ・【 資料Ｂ 】 全国的な公共交通の課題 

   ・【 資料Ｃ 】 海陽町公共交通計画素案 

 ・【 参考資料 1】 地域公共交通計画と は 

   ・【 参考資料 2】 宍喰地区町営バス 「 予約制実証運行」 チラ シ 

・ 委員紹介                                               

 ・ 事務局よ り 出席委員及び事務局員の紹介（ 欠席者と 代理出席者は以下のと おり ）  

  ・ 徳島県南部総合県民局県土整備部 予防保全・ 管理担当課長  藤本幸徳委員 

   代理出席： 久米範彦 

 ・ 本日の協議会は委員 18 名が出席し 、 会議設立要件の過半数を満たし ている こ と が報告さ れた。  

・ 海陽町の現状について                                         

事務局  ※事務局よ り 資料 A「 海陽町の現状」 について説明（ 略）  

 

２  副町長 挨拶                                            

・ 海陽町 横副町長 よ り 挨拶（ 内容は以下のと おり ）  

皆さ ま 、 おはよ う ございま す。 本日は大変お忙し い中、 第１ 回海陽町地域公共交通活性化協議会にご

出席賜り ま し て、 誠にあり がと う ございま す。 ま た、 日頃は海陽町の公共交通に関し ま し て、 何かと

ご理解、 ご協力を賜り 重ねて御礼申し 上げま す。  

さ て、 去る 11 月 28 日に開催さ せていただき ま し た、 海陽町地域公共交通会議の中では、 新し い公共

交通の在り 方を検討する 上で、 町内にお住ま いの方 3,500 人にアンケート 調査を行った結果について

報告さ せていただき ま し た。更には、町営バス 久尾線の宍喰デマンド バス の実証運行につき ま し ても 、

概要を説明さ せていただき ご承認を頂いたと こ ろでございま す。 いよ いよ 宍喰デマンド バス の実証運

行が来月 2 月 3 日から 実施さ れる こ と と なっており ま す。 現在は、 宍喰地域内でのサロ ンや集落、 ま

た、 町営バス を利用さ れている 方々に利用者登録をはじ め、 利用方法について説明と 周知をし ている

と こ ろでございま す。 1 月 15 日の広報によ り 全戸に配布さ せていただいたチラ シについても 、 資料

の中に一緒に添付をさ せていただいており ま すので、 お目通し をいただければと 思っており ま す。  

ま た、 前回の地域公共交通会議では、 鉄道関係者等を加えた活性化協議会を設立し てご意見を賜り な



がら 、 公共交通計画を策定さ せていただく 旨も お伝えし ていたかと 思いま す。 こ れま での地域公共交

通会議の役割は、 バス やタ ク シーのよ う に自動車を用いて乗客から 運賃を受け取り 、 移動サービス を

提供する 場合は、 道路運送法によ る 国の許認可や届出が必要であり 、 ルート や時刻変更など、 地域の

公共交通サービス の在り 方について協議する 場であり まし た。 一方、 本日設立する 地域公共交通活性

化協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に向けた地域の主体的な取り 組みや創意工夫を、総合的、

一体的、 効率的に推進する こ と を目的と し 施行さ れた法律の基、 地域公共交通に関する 取組内容につ

いて公共交通計画を策定し 協議する 場が主なも のになっており ま す。 こ の公共交通計画の策定は、 地

方公共団体の努力義務と なっており 、 国の各種補助金を獲得し て交通施策を展開する にも 、 こ の計画

の策定が必須と なっており ま す。 そこ でこ の度、 計画の骨子や素案のたたき 台がおおむねでき ま し た

ので、本日皆さ ま 方にお示し をさ せていただき ま す。ぜひご協議く ださ いま すよ う お願いいたし ま す。

こ の公共交通計画が、 海陽町にと って持続可能で利便性の高い交通形態と なる よ う 、 更にはデジタ ル

技術を活用し て、 キャ ッ シュ レス 決済や複数の交通手段を利用する 際の移動ルート を最適化し 、 予約

運賃の支払いを一括で行える サービス や自動運転の導入検討など、 生産性を向上し つつ地域の高齢者

や旅行者を含めた幅広い利用者にと って利用し やすい交通サービス と なる よ う 、 皆さ ま 方のアイ デア

や貴重なご意見、 活発なご議論をお願い申し 上げま し て、 私の挨拶と さ せていただき ま す。 本日はど

う ぞよ ろし く お願いいたし ま す。  

 

3 議事                                                

（ 1） 海陽町地域公共交通活性化協議会 規約（ 案） について                         

事務局  ※事務局よ り 資料 1「 海陽町地域公共交通活性化協議会 規約（ 案）」 の説明（ 略）  

・ 海陽町地域公共交通活性化協議会 規約（ 案） について、 承認いただける か。  

委員一同 （ 特に意見なし ）  

事務局  ・ 承認いただいたので、 本日付けで海陽町地域公共交通活性化協議会の規約と する 。  

（ 2） 会長 の互選について                                        

事務局  ・ 海陽町地域公共交通活性化協議会規約第 6 条第 2 項によ り 、 “会長 は協議会において委員の互選に

よ り 定める 。 ”と なっている が、 いかがでし ょ う か。  

大谷委員 ・ 海陽町における 協議会と いう こ と で、 こ こ ま でも 取り ま と めら れている 副町長 の横様にお願いし た

いと 思う が、 よ いか。  

委員一同 （ 特に意見なし ）  

事務局  ・ 異議なし と いただいたので、 会長 は横委員にお願いする 。  

（ 3） 副会長 及び監事の指名について                                   

事務局  ・ 海陽町地域公共交通活性化協議会規約第 6 条第 4 項によ り 、 “副会長 及び監事は、 委員の中から 会

長 が指名する 。 ”と ある ので、 横会長 よ り ご指名をお願いする 。  

横会長   ・ 副会長 を川東地区公民館長 の辻委員、 監事を徳島バス 南部株式会社取締役社長 の長 井委員、 徳島県

南部総合県民局地域創生防災部次長 の北條委員にお願いし たい。  

委員一同 （ 異議なし ）  

事務局  ・ 副会長 は辻委員（ 所定の席へ移動）、 監事は長 井委員と 北條委員にお願いする 。  

・ それでは、海陽町地域公共交通活性化協議会規約第 8 条に基づき 、議事進行は横会長 にお願いする 。  

（ 4） 海陽町地域公共交通活性化協議会 財務規程（ 案） について                       

事務局  ※事務局よ り 資料 2「 海陽町地域公共交通活性化協議会 財務規程（ 案）」 の説明（ 略）  

横会長   ・ 海陽町地域公共交通活性化協議会 財務規程（ 案） について、 承認いただける か。  



委員一同 （ 特に意見なし ）  

横会長   ・ 承認いただいたので、 本日付けで海陽町地域公共交通活性化協議会の財務規程と する 。  

（ 5） 海陽町地域公共交通活性化協議会 事務局規程（ 案） について                      

事務局  ※事務局よ り 資料 3「 海陽町地域公共交通活性化協議会 事務局規程（ 案）」 の説明（ 略）  

横会長   ・ 海陽町地域公共交通活性化協議会 事務局規程（ 案） について、 承認いただける か。  

委員一同 （ 特に意見なし ）  

横会長   ・ 承認いただいたので、 本日付けで海陽町地域公共交通活性化協議会の事務局規程と する 。  

（ 6） 海陽町地域公共交通活性化協議会 幹事会設置（ 案） について                     

事務局  ※事務局よ り 資料 4「 海陽町地域公共交通活性化協議会 幹事会設置について（ 案）」 の説明（ 略）  

横会長   ・ 海陽町地域公共交通活性化協議会 幹事会設置（ 案） について、 承認いただける か。  

委員一同 （ 特に意見なし ）  

横会長   ・ 特に意見がないよ う なので、 本日付けで海陽町地域公共交通活性化協議会の幹事会設置について承

認と する 。  

（ 7） 令和 6 年度事業計画（ 案） 及び予算（ 案） について                          

事務局  ※事務局よ り 資料 5「 令和 6 年度事業計画（ 案） 及び予算（ 案） について」 の説明（ 略）  

横会長   ・ 令和 6 年度事業計画（ 案） 及び予算（ 案） について、 ご意義やご質問はある か。  

委員一同 （ 特に意見なし ）  

横会長   ・ 特に意見がないよ う なので、 令和 6 年度事業計画（ 案） 及び予算（ 案） について承認と する 。  

 

4 協議事項                                              

（ 1） 海陽町地域公共交通計画関連について                                

事務局  ※事務局よ り 資料Ｂ 「 全国的な公共交通の課題」 及び資料Ｃ 「 海陽町公共交通計画素案」 について説

明（ 略）  

横会長   ・ 事務局から の説明に対し 、 何かご意見やご質問はある か。  

大谷委員 ・ 資料Ｃ の P.41 に記載のある 、 マルチモーダル MaaS の拠点検討について。 こ の場合の拠点は何を

指すのか。  

     ・ 資料 B の P.16 に記載のある 、 マルチモーダル MaaS の決済のイ メ ージをご教示いただき たい。  

事務局  ・ 資料Ｃ の P.41 に記載し た MaaS の拠点については、例えば公共ラ イ ド シェ アや民間ラ イ ド シェ ア、

自動運転などの公共交通がある 場合、 他の交通機関への乗り 換えや乗継ぎができ る 拠点を検討し て

いく 必要がでてく る 。 現在も 文化村や阿波海南駅、 宍喰道の駅等の拠点がある かと 思う が、 その接

続でき る 拠点を整備すべき だと 考えている 。  

     ・ 資料 B の P.16 に記載し た MaaS の決済と し ては、 一般的なク レ ジッ ト カード や携帯での QR コ ー

ド 決済、 そう いったと こ ろを連動でき たら と 考えている 。 海外の観光客も 視野に入れ、 海外の決済

機能なども あれば望ま し いのでは。 事業者が決済主と なる ので、 そこ はご相談し ながら 機能確保で

き ればと いう と こ ろで記載し ている 。  

横会長   ・ 他にご意見がないので、 今月中にでも ご意義やご質問があれば事務局ま で連絡をいただく と いこ と

でよ ろし いか。  

事務局  ・ ご意見は、 今月 1 月末ま でを目途に連絡をく ださ い。 いただいたご意見を含め修正や追加し た素案

を、 2 月 10 日頃を目途にお送り する ので、 また確認し ていただき 、 2 月 20 日頃に第 2 回海陽町地

域公共交通活性化協議会を書面にて開催を予定し ている 。 行政各部門でも も みながら 、 3 月いっぱ

いま でに出来上がればと 進んでいる 。 タ イ ト な流れではある が、 こ の計画は 5 年間に基づいて、 皆



さ ん方と 随時、 具体的に内容を詰めながら 新たな公共交通をつく り 上げていき たいと 思っている 。

ご意見をお願いし たい。  

 

5 その他                                               

事務局  ※事務局よ り 資料 6「 令和 6 年度海陽町地域公共交通活性化協議会ス ケジュ ール（ 案） について」 の

説明（ 略）  

委員一同 （ 特に意見なし ）  

横会長   ・ 特に意見がないよ う なので、 令和 6 年度海陽町地域公共交通活性化協議会ス ケジュ ールに沿って今

後の協議会を進めていき たい。 次回は 2 月 7 日頃に幹事会を予定し ている 。  

     （ 閉会の挨拶は以下のと おり ）  

・ 本日は長 時間にわたり 慎重審議あり がと う ございま し た。 次回は本会議でのいただいたご意見等を

含め作成し た計画案を郵送さ せていただき ま す。 届き ま し たら 、 ま たご確認いただき ご意見等を頂

ければと 思いま すので、 よ ろし く お願いいたし ま す。 以上をも ちま し て、 本日の会議を閉会し たい

と 思いま す。 今後と も よ ろし く お願いいたし ま す。  

 

6 閉会                                                  

・ 横会長 の司会によ り 閉会（ 12 時 00 分）  

 


